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知立市行政手続条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

（議案第２号、参考資料） 

改正後 改正前 

（聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式） 

第15条 略 第15条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合に

おいては、第１項の規定による通知を、公示の方法によって行うことがで

きる。 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合に

おいては、第１項の規定による通知を、その者の氏名、同項第３号及び第

４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した

書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲

示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始め

た日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみ

なす。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏

名、第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に

掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項に

おいて「公示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者

が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面

を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設

置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状

態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、

当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に

到達したものとみなす。 

 

（代理人） （代理人） 

第16条 前条第１項の通知を受けた者（同条第４項後段の規定により当該通

知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は、

代理人を選任することができる。 

第16条 前条第１項の通知を受けた者（同条第３項後段の規定により当該通

知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は、

代理人を選任することができる。 

２～４ 略 ２～４ 略 

（続行期日の指定） （続行期日の指定） 
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改正後 改正前 

第22条 略 第22条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第15条第３項及び第４項の規定は、前項本文の場合において、当事者又

は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。

この場合において、同条第３項及び第４項中「不利益処分の名宛人となる

べき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、同項中「とき」とあるのは

「とき（同一の当事者又は参加人に対する２回目以降の通知にあっては、

当該措置を開始した日の翌日）」と読み替えるものとする。 

３ 第15条第３項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の

所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合に

おいて、同条第３項中「不利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは「当

事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から２週間を経過したとき」とあ

るのは「掲示を始めた日から２週間を経過したとき（同一の当事者又は参

加人に対する２回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日）」と

読み替えるものとする。 

（聴聞に関する手続の準用） （聴聞に関する手続の準用） 

第29条 第15条第３項及び第４項並びに第16条の規定は、弁明の機会の付与

について準用する。この場合において、第15条第３項中「第１項」とある

のは「第28条」と、同条第４項中「第１項第３号及び第４号」とあるのは

「第28条第３号」と、第16条第１項中「前条第１項」とあるのは「第28

条」と、「同条第４項後段」とあるのは「第29条において準用する第15

条第４項後段」と読み替えるものとする。 

第29条 第15条第３項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用

する。この場合において、第15条第３項中「第１項」とあるのは「第28

条」と、「同項第３号及び第４号」とあるのは「同条第３号」と、第16

条第１項中「前条第１項」とあるのは「第28条」と、「同条第３項後段」

とあるのは「第29条において準用する第15条第３項後段」と読み替えるも

のとする。 
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知立市職員定数条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

（議案第３号、参考資料） 

改正後 改正前 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。 第２条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。 

(１) 市長の事務部局の職員（福祉事務所の職員40人を含む。） 500人 (１) 市長の事務部局の職員（福祉事務所の職員31人を含む。） 460人

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

(７) 農業委員会の事務部局の職員 ５人 (７) 農業委員会の事務部局の職員 ４人 

(８)・(９) 略 (８)・(９) 略 
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知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

（議案第４号、参考資料） 

改正後 改正前 

令和８年４月１日から令和９年３月31日までの間における市長の給料月

額は、知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和45年知立

市条例第36号）第３条第１号の規定にかかわらず、同号に定める額から当該

額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。 

令和７年４月１日から令和８年３月31日までの間における市長の給料月

額は、知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和45年知立

市条例第36号）第３条第１号の規定にかかわらず、同号に定める額から当該

額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。 

 

－
6
－



1/2 

知立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

（議案第５号、参考資料） 

改正後 改正前 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 略 第５条 略 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 ２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置

従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し又は応急措置の業務に従事したことにより

死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負

傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、

10,000円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額

に比して公正を欠くと認められるときは、１万5,000円を超えない範囲

内においてこれを増額した額とすることができる。 

(２) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置

従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し又は応急措置の業務に従事したことにより

死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負

傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、

9,700円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額

に比して公正を欠くと認められるときは、１万4,500円を超えない範囲

内においてこれを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は非常勤水防団

員若しくは消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事

故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶

養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等に

ついては、前項の規定による金額に、第１号に該当する扶養親族について

は１人につき433円を、第２号から第５号までのいずれかに該当する扶養

親族については１人につき217円を、それぞれ加算して得た額をもって補

償基礎額とする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は非常勤水防団

員若しくは消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事

故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶

養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等に

ついては、前項の規定による金額に、第１号に該当する扶養親族について

は１人につき100円を、第２号に該当する扶養親族については１人につき

383円を、第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族について

は１人につき217円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とす

る。 

 (１) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。） 

(１) 略 (２) 略 

(２) 略 (３) 略 
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改正後 改正前 

(３) 略 (４) 略 

(４) 略 (５) 略 

(５) 略 (６) 略 

４ 略 ４ 略 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

補償基礎額表 補償基礎額表 

 

階級 

勤務年数   

階級 

勤務年数  

 
10年未満 

10年以上20年

未満 
20年以上 

  
10年未満 

10年以上20年

未満 
20年以上 

 

  円 円 円    円 円 円  

 団長及び副団長 13,340 14,170 15,000   団長及び副団長 12,900 13,700 14,500  

 分団長及び副分団長 11,670 12,500 13,340   分団長及び副分団長 11,300 12,100 12,900  

 部長、班長及び団員 10,000 10,840 11,670   部長、班長及び団員 9,700 10,500 11,300  

備考 略 備考 略 
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知立市介護保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

（議案第６号、参考資料） 

改正後 改正前 

（介護認定審査会の委員の定数） （介護認定審査会の委員の定数） 

第２条 知立市介護認定審査会（以下「認定審査会」という。）の委員の定

数は、32人以内とする。 

第２条 知立市介護認定審査会（以下「認定審査会」という。）の委員の定

数は、32人とする。 

附 則 附 則 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例）  

第10条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において市内に

住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の

賦課期日において市内に住所を有する者（同法第294条第３項の規定によ

り本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限

る。以下この条及び次条第１項において同じ。）のうち、令和７年の合計

所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第28

条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が551,000円

以上651,000円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の

算定についての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、

第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア及び第16

号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租

税特別措置法」とあるのは、「当該合計所得金額に所得税法第28条第１項

に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額につい

ては、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項

に規定する給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額を加えた金

額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であ

る者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第

１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、

第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア及び第16号アに係る部分に限る。）
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改正後 改正前 

の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、

「当該合計所得金額に所得税法第28条第１項に規定する給与所得が含ま

れている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定に

よって計算した金額に100,000円を加えた額によるものとし、租税特別措

置法」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満で

ある者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条

第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、

第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア及び第16号アに係る部分に限る。）

の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、

「当該合計所得金額に所得税法第28条第１項に規定する給与所得が含ま

れている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定に

よって計算した金額に650,000円から令和７年給与所得控除額（令和７年

中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から当該給与等の収入金額

を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第１条の規定

による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として、同表により当該

金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得

た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措

置法」とする。 

 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例）  

第11条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての

第３条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯

の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、

第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該

該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されてい

る者とみなす。 

 

(１) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度  

－
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改正後 改正前 

分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。）であ

って、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日にお

いて市内に住所を有するもの（同法第294条第３項の規定により本市の

住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。） 

(２) 地方税法第295条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８

年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次

のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満で

あり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額

が、同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下

である場合 

 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満

であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た

額が100,000円以下である場合 

 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未

満であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等

の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13

号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」

という。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて

求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額

を控除して得た額以下である場合 

 

(３) 地方税法第295条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８

年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次

のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満で

あり、かつ、知立市税条例（昭和45年知立市条例第53号）第26条第２

項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中
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改正後 改正前 

の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下である場合

イ 令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満

であり、かつ、知立市税条例第26条第２項で定める金額から同年の合

計所得金額を控除して得た額が100,000円以下である場合 

 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未

満であり、かつ、知立市税条例第26条第２項で定める金額から同年の

合計所得金額を控除して得た額が、650,000円から、同年中の給与等

の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額と

して、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控

除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である

場合 

 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３

条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲

げる者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該

当するときは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による

市町村民税が課されている者とみなす。 

 

 

－
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知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

（議案第７号、参考資料） 

改正後 改正前 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の

合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の

合算額とする。 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による

後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」とい

う。）、介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金（以

下この条において「介護納付金」という。）及び子ども・子育て支援法

（平成24年法律第65号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下

この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）の納付に要す

る費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額

をいう。以下同じ。） 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による

後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」とい

う。）及び介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金（以

下この条において「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下

同じ。） 

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略 

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。

以下同じ。） 

 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２

項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につ
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改正後 改正前 

き算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者（地方税法（昭和25年法律第226

号。以下「法」という。）第703条の４第30項に規定する18歳以上被保険

者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以上被保険者均等割額を加算

した額とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

法第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額

の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に100分の7.14

を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の２第１

項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。）に100分の7.14を乗じて算定する。

２ 略 ２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下

この号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次

号、第７条の２、第９条の６及び第23条第１項において同じ。）及び特

定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８

年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。）をいう。第３号、第７条の２、第９条の６及び第23条第

１項において同じ。）以外の世帯 ２万2,000円 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下

この号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次

号、第７条の２及び第23条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特

定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であっ

て特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）

をいう。第３号、第７条の２及び第23条第１項において同じ。）以外の

世帯 ２万2,000円 

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略 
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改正後 改正前 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額） 

 

第９条の３ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100

分の0.29を乗じて算定する。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額） 

 

第９条の４ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

1,300円とする。 

 

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被

保険者均等割額） 

 

第９条の５ 第２条第５項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険

者１人について100円とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯

別平等割額） 

 

第９条の６ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 800円  

(２) 特定世帯 400円  

(３) 特定継続世帯 600円  

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が66万円を超える

場合には、66万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ

及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が26万円を超え

る場合には、26万円）、同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合

には、17万円）並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課税額

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が66万円を超える

場合には、66万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ

及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が26万円を超え

る場合には、26万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及

びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える

場合には、17万円）の合算額とする。 

－
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改正後 改正前 

からキからケまでに掲げる額を減額して得た額の合算額とする。 

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法

第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法

律第33号）第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の

収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定

する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等

控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当

該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与

所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所

得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法

第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法

律第33号）第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の

収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定

する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等

控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当

該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与

所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所

得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア～カ 略 ア～カ 略 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について 910円 

 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） １人について 70円 

 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 560円  

－
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改正後 改正前 

(イ) 特定世帯 280円  

(ウ) 特定継続世帯 420円  

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者１人につき30万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前号に該当する者を除く。） 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者１人につき30万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略 ア～カ 略 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について 650円 

 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） １人について 50円 

 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 400円  

(イ) 特定世帯 200円  

(ウ) 特定継続世帯 300円  

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者１人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前２号に該当する者を除く。） 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者１人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前２号に該当する者を除く。） 

－
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ア～カ 略 ア～カ 略 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について 260円 

 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の十八歳

以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。） １人について 20円 

 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 160円  

(イ) 特定世帯 80円  

(ウ) 特定継続世帯 120円  

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の

最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税

義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の

最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税

義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定め

る額 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定め

る額 

ア～エ 略 ア～エ 略 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人に

ついて次に定める額 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人に

ついて次に定める額 

ア～エ 略 ア～エ 略 

(３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の  
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被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１

人について次に定める額 

ア 前項第１号キに規定する額を減額した世帯 195円  

イ 前項第２号キに規定する額を減額した世帯 325円  

ウ 前項第３号キに規定する額を減額した世帯 520円  

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 650円  

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第４

項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場

合における当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及

び18歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額及び18歳以上被保険者

均等割額）は、当該所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均

等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第４

項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場

合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減

額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

(７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の所得割額 当該出産被保険者につき第９条の３の規定により算定

した所得割額の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の４の規定に

より算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の12分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

 

(９) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の18歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の５

の規定により算定した18歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金
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額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の18歳以上被保険

者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の

最初の３月31日以前である被保険者（以下「18歳未満被保険者」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する18歳未満

被保険者につき算定した被保険者均等割額（第１項、第２項又は前項に規

定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者

均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等

割額に相当する額を減額して得た額とする。 

 

附 則 附 則 

１～３ 略 １～３ 略 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第23条の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所

得等の金額」とする。 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の

２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第

－
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３条、第６条、第８条、第９条の３及び第23条の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しく

は第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35

条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長

期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において

「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第314条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得

金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第

４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額」とする。 

３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特

別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34

条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35

条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に該当する場合には、

これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の

金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長

期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控

除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額」とする。 

６ 略 ６ 略 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第23条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条

の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額」とする。 
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（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第23

条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２

第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第23条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２

第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」とする。 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」

と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第23条の規定の適

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、

－
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用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額」とする。 

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項に規定する

特例適用利子等、同法第12条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第

16条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条、

第９条の３及び第23条の規定の適用については、第３条第１項中「山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居

住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第

２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以

下この条及び第23条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の

合計額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例

適用利子等の額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項に規定する

特例適用利子等、同法第12条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第

16条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及

び第23条の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律

第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において準

用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第

23条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第

314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所

得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」

と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特

例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同 12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同
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一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12

条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第３項に規定する特

例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第23条の規定の適用については、

第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山

林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３

項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下

この条及び第23条第１項において「特例適用配当等の額」という。）の合

計額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とある

のは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適

用配当等の額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12

条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第３項に規定する特

例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第１

項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額

並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び

第23条第１項において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法

第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林

所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の

額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第23条の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子

等の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合

計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合

計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２
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条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税

条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」

と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用

利子等の額」とする。 

第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施

特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の

額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条、第９条の３及び第23条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第12項に規定する条約適用

配当等の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法

第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等

の額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等の額」とする。 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の

合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施

特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 
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（議案第７号、参考資料） 

   国民健康保険税条例の概要について 

１ 改正内容 

  国民健康保険事業の安定的な運営を図るため、子ども・子育て支援納付金課税額の税率

を規定するもの 

   税率  

1,300円 910円 650円 260円

100円 70円 50円 20円

650円 195円 325円 520円

普通世帯 800円 560円 400円 160円

特定世帯 400円 280円 200円 80円

特定継続世帯 600円 420円 300円 120円

所得割 0.29%

均等割

18歳以上均等割 ※1

均等割（未就学児）

子ども・子育て支援納付金
課税額（年額）

賦課額 ７割軽減額 ５割軽減額 ２割軽減額

平等割

 

※1 18 歳未満被保険者の均等割額は全額軽減され、その軽減に要する費用を 18 歳

以上被保険者均等割額として課税します。 

（参考）18 歳未満被保険者均等割額の全額軽減の仕組み（イメージ図） 

   

＝ + +

÷ ＝

＝ + + +

18歳未満被保険者
の保険税

所得割額 平等割額 均等割額

18歳未満均等割軽減額
の総額

18歳以上
被保険者数

18歳以上
均等割額

18歳以上被保険者
の保険税

所得割額 平等割額 均等割額
18歳以上
均等割額

 

(2) 1 人あたり課税額 

月 約330円

年間 約4,000円

調定見込額 35,992,984円

１人あたり課税額 ※2

 
※2 令和 8 年度の 18 歳以上被保険者数見込み（約 9,100 人）及び令和 7 年度課税

所得により推計しています。 

－26－



1/4 

知立市子ども医療費支給条例の一部改正案新旧対照表（第１条関係） 

（議案第８号、参考資料） 

改正後 改正前 

（受給者） （受給者） 

第６条 前条の規定により、受給者証の交付を受けた対象者（以下「受給者」

という。）は、第４条第１項の規定による医療費の支給を受けようとする

場合は、病院、若しくは診療所又は薬局等（以下「医療機関等」という。）

において診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者

証を提出するものとする。ただし、受給者が受給者証に代えて個人番号カ

ード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードを

いう。）及びオンライン資格確認端末を用いることにより、医療機関等が

資格情報を取得し、及び閲覧することができる場合は、この限りでない。

第６条 前条の規定により、受給者証の交付を受けた対象者（以下「受給者」

という。）は、第４条第１項の規定による医療費の支給を受けようとする

場合は、病院、若しくは診療所又は薬局等（以下「医療機関等」という。）

において診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者

証を提出するものとする。 

－
2
7
－



2/4 

知立市障害者医療費支給条例の一部改正案新旧対照表（第２条関係） 

 

改正後 改正前 

（受給者） （受給者） 

第６条 受給者証の交付を受けた受給資格者（以下「受給者」という。）は

第４条第１項の規定による医療費の支給を受けようとする場合は、病院若

しくは診療所又は薬局等（以下「医療機関等」という。）において診療、

薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提出するも

のとする。ただし、受給者が受給者証に代えて個人番号カード（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25

年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。）及びオ

ンライン資格確認端末を用いることにより、医療機関等が資格情報を取得

し、及び閲覧することができる場合は、この限りでない。 

第６条 受給者証の交付を受けた受給資格者（以下「受給者」という。）は

第４条第１項の規定による医療費の支給を受けようとする場合は、病院若

しくは診療所又は薬局等（以下「医療機関等」という。）において診療、

薬剤の支給又は手当を受ける際当該医療機関等に受給者証を提出するも

のとする。 

 －
2
8
－



3/4 

知立市母子家庭等医療費支給条例の一部改正案新旧対照表（第３条関係） 

 

改正後 改正前 

（受給者証） （受給者証） 

第３条 略 第３条 略 

２ 受給者証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）は、病院若

しくは診療所又は薬局等（以下「医療機関等」という。）において医療を

受けようとするときは、当該医療機関等に受給者証を提出しなければなら

ない。ただし、受給者が受給者証に代えて個人番号カード（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。）及びオンラ

イン資格確認端末を用いることにより、医療機関等が資格情報を取得し、

及び閲覧することができる場合は、この限りでない。 

２ 受給者証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）は、病院若

しくは診療所又は薬局等（以下「医療機関等」という。）において医療を

受けようとするときは、当該医療機関等に受給者証を提出しなければなら

ない。 

 －
2
9
－



4/4 

知立市精神障害者医療費支給条例の一部改正案新旧対照表（第４条関係） 

 

改正後 改正前 

（全疾病受給者証等） （全疾病受給者証等） 

第３条 略 第３条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 全疾病受給者証又は受給者証の交付を受けた受給資格者は、病院若しく

は診療所又は薬局等（以下「医療機関等」という。）において医療を受け

ようとするときは、当該医療機関等に全疾病受給者証又は受給者証を提出

しなければならない。ただし、当該受給資格者が全疾病受給者証又は受給

者証に代えて個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規

定する個人番号カードをいう。）及びオンライン資格確認端末を用いるこ

とにより、医療機関等が資格情報を取得し、及び閲覧することができる場

合は、この限りでない。 

 

（精神障害者医療費の支給） （精神障害者医療費の支給） 

第４条 略 第４条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 市長は、第１項第１号又は第３号の規定による精神障害者医療費を支給

する場合には、当該精神障害者医療費をその者に代わり、医療機関等に支

払うことができる。 

３ 市長は、第１項第１号又は第３号の規定による精神障害者医療費を支給

する場合には、当該精神障害者医療費をその者に代わり、病院、診療所、

薬局その他の者に支払うことができる。 

４ 略 ４ 略 

 

 

－
3
0
－



1/2 

知立市水道事業給水条例の一部改正案新旧対照表（第１条関係） 

（議案第９号、参考資料） 

改正後 改正前 

（工事の施行） （工事の施行） 

第７条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の２第１項の指定を

した者（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行する。ただし、

災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（地方公営企業法

（昭和27年法律第292号）第７条の規定により置かれた水道事業の管理者

を含む。以下同じ。）又は他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置

工事の施行をする必要があると認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により、指定給水装置工事事業者又は他の市町村長が法第１

６条の２第１項の指定をした者が給水装置工事を施行する場合は、あらか

じめ管理者の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け、かつ、工事竣

工後に管理者の工事検査を受けなければならない。 

３ 略 

第７条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の２第１項の指定を

した者（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行する。 

 

 

 

 

２ 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する

場合は、あらかじめ管理者の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け、

かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。 

 

３ 略 

 

－
3
1
－



2/2 

知立市下水道条例の一部改正案新旧対照表（第２条関係） 

 

改正後 改正前 

（排水設備等の工事の実施） （排水設備等の工事の実施） 

第７条 排水設備等の新設等の工事（規則で定める軽微な工事を除く。）は

市長がその工事に関し技能を有するものとして指定した知立市下水道事

業排水設備工事指定工事店（以下「指定工事店」という。）の監理の下に

おいてでなければ行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合にお

いて、市長が他の市町村長（地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第

７条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。）の指定を受けた

者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。 

第７条 排水設備等の新設等の工事（規則で定める軽微な工事を除く。）は

市長がその工事に関し技能を有するものとして指定した知立市下水道事

業排水設備工事指定工事店（以下「指定工事店」という。）の監理の下に

おいてでなければ行ってはならない。 

２ 略 ２ 略 

 

 －
3
2
－



1/1 

知立市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

（議案第１０号、参考資料） 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

行政財産目的外使用料算定基準表 行政財産目的外使用料算定基準表 

 
種類 区分 単位 金額 

徴収の時

期 
備考 

  
種類 区分 単位 金額 

徴収の時

期 
備考 

 

 略   略  

 その

他 

市立学校屋外体

育施設の夜間照

明設備を使用す

る場合 

最初の１

時間 

3,410円 利用の許

可を受け

たとき 

利用で

きる期

間は、

通年

（１月

１日か

ら１月

３日ま

で及び

12月29

日から

12月31

日まで

を除

く。）

とす

る。 

  その

他 

市立学校屋外体

育施設夜間照明

設備を使用する

場合 

最初の１

時間 

3,410円 利用の許

可を受け

たとき 

利用で

きる期

間は、

通年

（１月

１日か

ら１月

３日ま

で及び

12月29

日から

12月31

日まで

を除

く。）

とす

る。 

 

 
 

以後30分

ごと 

1,690円   
 

以後30分

ごと 

1,690円  

 

 

市立学校屋内体

育施設の空調設

備を使用する場

合 

１時間に

つき（使

用する時

間に１時

間未満の

端数があ

る場合は

１時間と

して計算

する。） 

500円 使用を終

わったと

き 

  

     

 

  略    略  

備考 略 備考 略 

※別表中備考以外の部分の改正については、実質的な改正箇所にのみ下線を引いています。 

－
3
3
－



－
3
4
－



－
3
5
－


